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第 723号 

令和 8年(2026年) 

5月 29日 

金曜日 

目 次 

条例のあらまし 
○ 地方自治法の一部を改正する法律及び地方自治法施行令等の一部を改正する政令の施

行に伴う関係条例の整備に関する条例のあらまし（文書課） 

条例 
○ 地方自治法の一部を改正する法律及び地方自治法施行令等の一部を改正する政令の施

行に伴う関係条例の整備に関する条例（文書課） 

管理規程 
○ 埼玉県公営企業財務規程の一部を改正する規程（公営企業・財務課） 

○ 埼玉県企業局事務の委任及び決裁に関する規程の一部を改正する規程（公営企業・総務

課） 

○ 埼玉県流域下水道事業財務規程の一部を改正する規程（下水道管理課） 

○ 埼玉県下水道局事務の委任及び決裁に関する規程の一部を改正する規程（下水道管理

課） 

告示 
○ 包括外部監査契約に関する告示（行政・デジタル改革課） 

○ 埼玉県市町村共同クラウド基盤・ネットワーク提供業務委託に関する契約の相手方等の

公示（情報システム戦略課） 

○ 自衛官の募集に関する告示（地域政策課） 

○ 越谷都市計画生産緑地地区の変更に係る図書の写しの縦覧（みどり自然課） 

○ 平成 22年埼玉県告示第 526号（埼玉県総合リハビリテーションセンター条例別表第１

の知事が別に定める額）の一部を改正する告示（福祉政策課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療機関及び施術機関の指定（社会

福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関及び指定施術機関の

変更の届出（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
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令和 8年(2026年)5月 29日 

 

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関及び指定施術機関の

廃止の届出（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の辞退の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の休止の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の変更の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の廃止の届出（社会福

祉課） 

○ 秩父用水土地改良区の定款変更認可（農村整備課） 

○ 浦和警察署ほか 48施設で使用する電気に関する入札公告（会計課） 

○ 捜査支援システム 2026の賃貸借に関する落札者等の公示（施設課） 

○ 県道長瀞児玉線の区域の変更（本庄県土整備事務所） 

○ 県道長瀞児玉線の供用の開始（本庄県土整備事務所） 

○ 一般国道 462号の供用の開始（本庄県土整備事務所） 

○ 一般国道 125号の供用の開始（行田県土整備事務所） 

正誤 
○ 埼玉県労働委員会告示第 2号中訂正（審査調整課） 

 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

 

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
三
十
一
号
）
（
文
書
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

地
方
自
治
法
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
す
る
た
め
の

改
正 

二 

内
容 

 
 

地
方
自
治
法
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
条
例
中
の
同
法
及
び
同

令
の
引
用
部
分
に
つ
い
て
規
定
の
整
備
を
行
う
。 

 

㈠ 

埼
玉
県
監
査
委
員
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
十
八
号
） 

 

㈡ 

埼
玉
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
） 

 

㈢ 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
五
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
四

十
二
号
） 

 

㈣ 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
七

十
号
） 

 

㈤ 

昭
和
天
皇
の
崩
御
に
伴
う
職
員
の
懲
戒
免
除
及
び
職
員
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
の
免

除
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
埼
玉
県
条
例
第
七
号
） 

 

㈥ 

知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
（
令
和
二
年
埼
玉
県
条
例
第
七
号
） 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
八
年
九
月
二
十
四
日 



条

例 

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
三
十
一
号 

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例 

（
埼
玉
県
監
査
委
員
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
監
査
委
員
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
九
第
三

項
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
八
項
」
を
「
第
二
百
四

十
三
条
の
二
の
九
第
八
項
」
に
改
め
る
。 

 

一 

埼
玉
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
）

第
十
一
条 

 

二 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
五
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
四

十
二
号
）
第
七
条 

 

三 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
七

十
号
）
第
七
条 

 

（
昭
和
天
皇
の
崩
御
に
伴
う
職
員
の
懲
戒
免
除
及
び
職
員
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
の
免
除

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

昭
和
天
皇
の
崩
御
に
伴
う
職
員
の
懲
戒
免
除
及
び
職
員
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
の

免
除
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
埼
玉
県
条
例
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
九
」
に
改
め
る
。 

 

（
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
（
令
和
二
年
埼
玉
県
条
例
第
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
一
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
一

項
」
に
、
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
九
第
三
項
」

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
百
七
十
三
条
の
五

第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第



百
七
十
三
条
の
五
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
十
一
号 

 
埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
百
四
十
条
の
二
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の

九
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
四
十
条
の
三
第
一
項
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
各
号
」
を
「
第
二
百
四
十

三
条
の
二
の
九
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
十
二
号 

埼
玉
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日  

 
 

 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管

理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
四
財
務
課
の
項
一
号
管
理
者
決
裁
事
項
の
欄
８
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
」
を

「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
九
」
に
改
め
、
同
欄
９
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
」
を
「
第

二
百
四
十
三
条
の
二
の
九
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
四
号 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

北 

田 

健 

夫 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
百
九
十
二
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
九

第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
九
十
三
条
第
一
項
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
各
号
」
を
「
第
二
百
四
十
三

条
の
二
の
九
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
五
号 

埼
玉
県
下
水
道
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

北 

田 

健 

夫 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
下
水
道
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水

道
事
業
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
八
条
中
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
第
十
八
号
管
理
者
決
裁
事
項
の
欄
８
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
」
を

「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
九
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
９
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第

八
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
九
第
八
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
の
改
正
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
。 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所 

 
 

井
上 

正
之 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
岸
町
三
丁
目
十
三
番
十
六
号 

二 

契
約
の
期
間
の
始
期 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 

三 

監
査
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法 

 
 

契
約
で
定
め
る
基
本
費
用
の
額
並
び
に
契
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
執
務
費
用 

 

及
び
実
費
の
額
の
合
算 

四 

監
査
に
要
す
る
費
用
の
支
払
方
法 

 
 

監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
提
出
後
に
一
括
払
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
で
定
め
る
と
こ 

 

ろ
に
よ
り
概
算
払
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 



  

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県市町村共同クラウド基盤・ネットワーク提供業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企画財政部情報システム戦略課県民サービス・システム共同化担当 埼

玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和８年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  ネットワンシステムズ株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目７番２号ＪＰタ

ワー 

５ 契約金額 

  1,995,663,695円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１

項第２号に該当 



 

 

 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号 

 
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
第
一

項
及
び
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
自
衛
官
の
募
集
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

試
験
種
目 

第
二
回
二
等
陸
・
海
・
空
士
（
任
期
制
自
衛
官
）
採
用
試
験 

二 

応
募
資
格 

 

イ 

採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
に
お
い
て
年
齢
十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有

 
 

す
る
者
。
た
だ
し
、
三
十
二
歳
の
者
に
あ
っ
て
は
、
採
用
予
定
月
の
末
日
現
在
に
お
い
て
三 

十
三
歳
に
達
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。 

 

ロ 

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ 

に
も
該
当
し
な
い
者 

三 

応
募
者
の
受
付 

 

イ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
場
合 

 
 

 

自
衛
官
募
集
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p
/
g
s
d
f
/
j
i
e
i
k
a
n
b
o
s
y
u
/

）
に

お
い
て
受
け
付
け
る
。 

 

ロ 

郵
送
又
は
持
参
に
よ
る
場
合 

 
 

 

各
市
役
所
、
各
町
村
役
場
並
び
に
自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
及
び
各
地
域
事
務
所
に
お

 
 

い
て
受
け
付
け
る
。 

四 

募
集
期
間 

 
 

令
和
八
年
六
月
一
日
（
月
）
か
ら
令
和
八
年
六
月
三
十
日
（
火
）
ま
で 

五 

試
験
科
目 

 

イ 

筆
記
試
験
（
国
語
、
数
学
、
地
理
歴
史
、
公
民
及
び
作
文
） 

 

ロ 

口
述
試
験 

 

ハ 

適
性
検
査 

 

ニ 

身
体
検
査 

 

ホ 

経
歴
評
定 

六 

試
験
期
日 

 

イ 

筆
記
試
験
及
び
適
性
検
査
（
Ｗ
ｅ
ｂ
試
験
方
式
） 

 
 

 

令
和
八
年
七
月
十
日
（
金
）
か
ら
同
月
十
二
日
（
日
）
ま
で
の
間
の
任
意
の
一
日 

 
 

 

ロ 

口
述
試
験
及
び
身
体
検
査 

 
 

 

令
和
八
年
七
月
十
八
日
（
土
）
か
ら
同
月
二
十
日
（
月
）
ま
で
の
間
の
一
日
を
指
定 



七 

試
験
場
の
位
置
及
び
名
称
（
口
述
試
験
及
び
身
体
検
査
） 

 
 

東
京
都
練
馬
区
大
泉
学
園
町 

 
 

陸
上
自
衛
隊
朝
霞
駐
屯
地 

八 

採
用
予
定
時
期 

 

イ 

令
和
八
年
八
月
下
旬
か
ら
同
年
九
月
下
旬
の
う
ち
指
定
す
る
日 

 

ロ 

令
和
八
年
十
一
月
下
旬
の
指
定
す
る
日 

 

ハ 

令
和
九
年
三
月
下
旬
か
ら
同
年
四
月
上
旬
の
う
ち
指
定
す
る
日 

九 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
及
び
各
地
域
事
務
所
の
位
置
及
び
名
称 

 

イ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
常
盤
四
丁
目
十
一
番
十
五
号
浦
和
地
方
合
同
庁
舎
三
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八―

八
三
一―

六
〇
四
三
） 

 
 

 

（
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジh

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p
/
p
c
o
/
s
a
i
t
a
m
a
/

） 

 
 

 

（
電
子
メ
ー
ル

h
q
1
-
s
a
i
t
a
m
a
-
p
c
o
@
i
n
e
t
.
g
s
d
f
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p

） 

 

ロ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
桜
木
町
二
丁
目
三
百
七
十
六
番
地
Ｍ
Ｓ―

１
ビ
ル
二
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
さ
い
た
ま
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八―

六
五
一―

二
四
二
〇
） 

 

ハ 

埼
玉
県
所
沢
市
西
所
沢
一
丁
目
九
番
十
九
号
鹿
島
屋
ビ
ル
三
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
入
間
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四―

二
九
二
三―

四
六
九
一
） 

 

ニ 

東
京
都
練
馬
区
大
泉
学
園
町
陸
上
自
衛
隊
朝
霞
駐
屯
地
内 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
朝
霞
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八―

四
六
六―

四
四
三
五
） 

 

ホ 

埼
玉
県
熊
谷
市
筑
波
二
丁
目
九
十
八
番
地
駅
前
パ
ー
ル
ビ
ル
二
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
熊
谷
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八―

五
二
二―

四
八
五
五
） 

 

ヘ 

埼
玉
県
秩
父
市
大
野
原
四
百
九
十
一
番
地
一
関
東
森
林
管
理
局
埼
玉
森
林
管
理
事
務
所
内 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
秩
父
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
九
四―

二
二―

六
一
五
七
） 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号 

 
吉
川
市
か
ら
越
谷
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号 

平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
二
十
六
号
（
埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ

ー
条
例
別
表
第
一
の
知
事
が
別
に
定
め
る
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
六
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

表
診
療
及
び
検
査
の
項
金
額
の
欄
中
「
二
、
三
一
〇
円
」
を
「
二
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、

一
〇
〇
円
」
を
「
二
、
二
八
〇
円
」
に
、
「
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
、
一
六
〇
円
」
に
、
「
九

一
〇
円
」
を
「
一
、
〇
六
〇
円
」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
又
は
施
術

を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕
上 

一 

指
定
医
療
機
関 

医
療
法
人
社
団
や
よ

い
会 

草
加
・
見
沼
代

親
水
公
園
腎
透
析
ク

リ
ニ
ッ
ク 

佐
野
医
院 

春
日
部
大
西
毎
日
腎

ク
リ
ニ
ッ
ク 

に
し
と
こ
泌
尿
器
科 

所
沢
さ
と
う
耳
鼻
咽

喉
科 

熊
谷
市
休
日
・
夜
間
急

患
診
療
所 

名 
 

称 

医
療
法
人
社
団
や

よ
い
会 

佐
野 

達
郎 

大
西 

剛
史 

平
沼 

俊
亮 

佐
藤 

陽
一
郎 

熊
谷
市 

開 

設 

者 

名 

草
加
市
遊
馬
町
中
沼
一
一
二―

一 

鴻
巣
市
松
原
一―

三―

一
七 

春
日
部
市
緑
町
四―

一
四―

一
八 

所
沢
市
西
所
沢
一―

一
九―

二
〇

ｐ
ｒ
ｏ
ｃ
ｅ
ｅ
ｄ 

Ｎ
ｉ
ｓ
ｈ
ｉ
ｔ

ｏ
ｋ
ｏ
ｒ
ｏ
ｚ
ａ
ｗ
ａ
一
〇
〇
号
室

（
一
階
） 

所
沢
市
く
す
の
き
台
一―

一
四―

五
グ
ラ
ン
エ
ミ
オ
所
沢
一
Ｆ 

熊
谷
市
石
原
三―

二
七 

所 
 

在 
 

地 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
四
月

一
日 

令
和
八
年
三
月

十
六
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
四
月

一
日 

指

定

年

月

日 



 

ふ
じ
み
野
泌
尿
器
科 

み
わ
の
え
整
形
外
科 

吉
川
美
南
の
内
科
と

整
形
外
科 

医
療
法
人
社
団
優
青

会 

あ
お
ぞ
ら
ク
リ

ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
財
団
東
京

勤
労
者
医
療
会 

み

さ
と
協
立
診
療
所 

け
や
き
こ
こ
ろ
の
ク
リ

ニ
ッ
ク
ふ
じ
み
野 

つ
む
ぎ
ク
リ
ニ
ッ
ク 

す
ず
の
き
メ
ン
タ
ル
ケ

ア
ク
リ
ニ
ッ
ク 

新
座
す
ず
の
き
ク
リ

ニ
ッ
ク 

む
さ
し
メ
デ
ィ
カ
ル
ク

リ
ニ
ッ
ク 

草
加
す
ず
の
き
ク
リ

ニ
ッ
ク 

日
暮 

太
朗 

医
療
法
人
み
わ
の

え
会 

医

療

法

人

社

団 

靖
優
会 

医
療
法
人
社
団
優

青
会 

医
療
法
人
財
団
東

京
勤
労
者
医
療
会 

五
十
嵐 

江
美 

穂
積 

淳 

医
療
法
人
大
壮
会 

医
療
法
人
大
壮
会 

南 

三
郎 

医
療
法
人
大
壮
会 

ふ
じ
み
野
市
亀
久
保
三―

一
〇―

一
〇 

吉
川
市
三
輪
野
江
四
六
〇 

吉
川
市
美
南
三―

一
四―

一 

幸
手
市
緑
台
一―

三―

一
四
増
田

第
七
ビ
ル
二
〇
三
号
室 

三
郷
市
田
中
新
田
二
七
三―

一 

富
士
見
市
ふ
じ
み
野
西
一―

一
七

―

三
ハ
ピ
ネ
ス
ビ
ル
ふ
じ
み
野
五―

Ｂ 八
潮
市
二
丁
目
一
二
〇―

三
グ
ラ

ン
ソ
フ
ィ
ア
八
潮
Ｅ
Ａ
Ｓ
Ｔ
一 

久
喜
市
久
喜
中
央
二―

七―

二
〇 

新
座
市
野
火
止
六―

三―

二
三 

新
座
市
片
山
三―

一
一―

二 

草
加
市
高
砂
二―

一
七―

三
二 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
四
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
四
月

一
日 

令
和
八
年
四
月

一
日 

令
和
八
年
四
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
四
月

一
日 

令
和
八
年
四
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
四
月

一
日 



 

ホ
ッ
ペ
薬
局 

本
町

店 ハ
ロ
ー
薬
局 

上
尾

店 め
ぐ
み
堂
薬
局 

ぐ
り
む
薬
局 

み
よ
の
台
薬
局 

児

玉
店 

防
衛
医
学
振
興
会
薬

局 ア
イ
ン
薬
局 

グ
ラ

ン
エ
ミ
オ
所
沢
店 

在
宅
支
援
く
に
た
ま

薬
局 

上
福
岡
コ
コ
ネ
い
ば

た
歯
科 

林
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団
彩
明

会 

所
沢
デ
ン
タ
ル

ク
リ
ニ
ッ
ク 

株
式
会
社
新
成
堂

ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ

ス 株
式
会
社
ハ
ロ
ー

コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ

ン 工
藤 

武
人 

総
合
メ
デ
ィ
カ
ル

株
式
会
社 

総
合
メ
デ
ィ
カ
ル

株
式
会
社 

株
式
会
社
ア
イ
ン

フ
ァ
ー
マ
シ
ー
ズ 

株
式
会
社
ア
イ
ン

中
央 

メ
デ
ィ
ー
ス
株
式

会
社 

井
畑 
匡
人 

林 

貞
宏 

医
療
法
人
社
団
彩

明
会 

上
尾
市
本
町
六―

八―

二
二 

上
尾
市
今
泉
四―

八―

二
一 

春
日
部
市
南
五―

一―

五 

東
松
山
市
松
葉
町
一―

一―

三
九 

本
庄
市
児
玉
町
児
玉
五
九
四―

二 

所
沢
市
並
木
三―

一―

一―
一
〇

四 所
沢
市
く
す
の
き
台
一―

一
四―

五
グ
ラ
ン
エ
ミ
オ
所
沢
一
階 

熊
谷
市
河
原
町
一―

四
〇
リ
ヴ
ェ

ー
ル
コ
ー
ト
一―

Ｂ
号
室 

ふ
じ
み
野
市
霞
ケ
丘
一―

二―

二

七
コ
コ
ネ
上
福
岡
二
〇
四 

八
潮
市
茜
町
一―

三―

二
パ
ー
ク

コ
ー
ト
ケ
ン
エ
イ
Ⅱ
一
〇
二 

所
沢
市
狭
山
ケ
丘
一―

三
〇
〇
三

―

七
か
わ
ら
ビ
ル
二
〇
三
号
室 

令
和
八
年
四
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
四
月

一
日 

令
和
八
年
四
月

一
日 

令
和
八
年
四
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
四
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
四
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 



 

カ
イ
エ
ー
薬
局 

こ
ま
薬
局 

セ
キ
薬
局 

吉
川
店 

か
も
め
薬
局 

つ
ば
さ
薬
局 

よ
つ
ば
薬
局 

ド
ラ
ッ
グ
セ
イ
ム
ス
久

喜
薬
局 

Ｌ
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｓ
薬
局 

ク
リ
エ
イ
ト
薬
局
入

間
宮
寺
店 

さ
ん
く
す
薬
局 

原

市
店 

ホ
ッ
ペ
薬
局
浅
間
台

店 

ア
ポ
ク
リ
ー
ト
株

式
会
社 

ア
ポ
ク
リ
ー
ト
株

式
会
社 

株
式
会
社
セ
キ
薬

品 株
式
会
社
か
も
め

薬
局 

ア
ポ
ク
リ
ー
ト
株

式
会
社 

ア
ポ
ク
リ
ー
ト
株

式
会
社 

株
式
会
社
富
士
薬

品 株
式
会
社
メ
デ
ィ

カ
ル
ワ
ー
ク 

株
式
会
社
ク
リ
エ

イ
ト
エ
ス
・
デ
ィ

ー 総
合
メ
デ
ィ
カ
ル

株
式
会
社 

株
式
会
社
新
成
堂

ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ

ス 

ふ
じ
み
野
市
上
福
岡
一―

九―

二

八 ふ
じ
み
野
市
駒
林
元
町
二―

一―

三
九
プ
リ
ベ
ン
ト
Ｔ
．
Ｓ
ビ
ル
一
階 

吉
川
市
栄
町
八
九
六 

鶴
ヶ
島
市
五
味
ヶ
谷
一
三
三
四―

七 富
士
見
市
鶴
馬
二
六
〇
九―

一
六

Ｌ
・
Ｒ
ａ
ｄ
ｉ
ｃ
ｅ
一
階 

富
士
見
市
鶴
馬
二
六
〇
五―
一
〇

え
り
美
ビ
ル
一
階 

久
喜
市
久
喜
東
一―

一
五―

三
〇 

新
座
市
片
山
三―

一
一―

三 
入
間
市
宮
寺
四
一
九
八 

上
尾
市
原
市
中
三―

一―

八 

上
尾
市
浅
間
台
三―

二
八―

一
一 

令
和
八
年
四
月

一
日 

令
和
八
年
四
月

一
日 

令
和
八
年
三
月

二
十
六
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
四
月

一
日 

令
和
八
年
四
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
四
月

一
日 

令
和
八
年
四
月

一
日 



 

あ
い
の
わ
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

ひ
ま
り
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

ワ
ン
，
Ｓ
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

い
ち
か
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン 

ウ
ェ
ル
ビ
ー

春
日
部
一
ノ
割 

て
ら
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン 

コ
ン
パ
ス
訪
問
看
護

春
日
部 

エ
ー
ル
薬
局 

み
よ
し
薬
局 

あ
お
ぞ
ら
薬
局 

あ
お
い
カ
イ
エ―

薬

局 

株
式
会
社
Ａ
ｉ
Ｗ

ｅ
ｌ
ｌ
ｉ
ａ 

株
式
会
社
Ｌ
ｏ
ｎ

ｇ
ｅ
ｖ
ｉ
ｔ
ｙ 

株
式
会
社
ワ
ン
，

Ｓ 株
式
会
社
Ｓ
ｐ
ｉ

ｎ
Ｎ
ｅ
ｒ 

ウ
ェ
ル
ビ
ー
ナ
ー

シ
ン
グ
株
式
会
社 

ｔ
ｅ
ｒ
ｒ
ａ
合
同

会
社 

リ
ハ
プ
ラ
イ
ム
株

式
会
社 

株
式
会
社
こ
こ
か

ら ア
ポ
ク
リ
ー
ト
株

式
会
社 

ア
ポ
ク
リ
ー
ト
株

式
会
社 

ア
ポ
ク
リ
ー
ト
株

式
会
社 

上
尾
市
浅
間
台
四―

一
二―

一
三

ス
マ
イ
ル
ハ
ウ
ス
二
階 

草
加
市
谷
塚
町
一
一
八
九 

熊
谷
市
船
木
台
二―

二―

一
〇 

北
本
市
西
高
尾
四―

一
九
八―

二 

春
日
部
市
一
ノ
割
一―

七―

二
七 

春
日
部
市
大
場
一
〇
五
一―

四
リ

ヒ
ト
ラ
イ
フ
侑
里
武
里
二
階
二
〇

二
号
室 

春
日
部
市
粕
壁
五
六
二
六―

一 

本
庄
市
早
稲
田
の
杜
三―

一
四―

二
三 

入
間
郡
三
芳
町
藤
久
保
一
四―

二 

ふ
じ
み
野
市
大
井
中
央
四―

一
四

―

二
六 

ふ
じ
み
野
市
旭
一―

一
八―

三
二 

令
和
八
年
四
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
二
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
四
月

一
日 

令
和
八
年
四
月

一
日 

令
和
八
年
四
月

一
日 

令
和
八
年
四
月

一
日 



 

二 

指
定
施
術
機
関 

  

は
ん
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
ひ
が
し
ま
つ

や
ま 

つ
む
ぐ
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

医
療
法
人
千
清
会 

株
式
会
社
楓 

東
松
山
市
本
町
二―

二―

三
五
チ

ュ
ー
ブ
プ
レ
イ
ス
二
〇
五
号
室 

飯
能
市
川
寺
四
一―

五
ロ
イ
ヤ
ル

レ
ジ
デ
ン
ス
二
〇
三
号
室 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

須
﨑 

暖
日 

古
賀 

響 

関
田 

桂
子 

後
藤 

瞳 

氏 
 

名 

    

住 

所 

ハ
ー
ト
フ
ル
鍼
灸

マ
ッ
サ
ー
ジ
院 

江
古
田
鍼
灸
院 

株
式
会
社
ア
メ
ニ

テ
ィ
ー
サ
ー
ビ
ス 

鍼
灸
マ
ッ
サ
ー
ジ

治
療
院 

訪
問
鍼
灸
按
摩
ア

ッ
ト
ウ
ォ
ー
ミ
ー

八
王
子 

名 
 

称 

施 
 

術 
 

所 さ
い
た
ま
市
桜
区
西
堀
八―

一
四

―

二
三 

東
京
都
練
馬
区
豊
玉
上
一―

六

―

六
シ
ャ
ト
ル
ハ
イ
ツ
豊
玉
一
〇

一 さ
い
た
ま
市
見
沼
区
東
大
宮
四―

二
六―

三 

鯨
井
ビ
ル
二
〇
一 

東
京
都
八
王
子
市
石
川
町
七
〇

二―

一 

所 

在 

地 

令

和

八
年
四
月

一
日 

令

和

八
年
三
月

一
日 

令

和

八
年
二
月

十
七
日 

令

和

八
年
四
月

一
日 

指

定

年

月

日

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
医
療
機
関 

ケ
イ
ワ
薬
局 

狭
山

店 パ
ル
薬
局
け
や
き
台

店 パ
ル
薬
局
弥
生
町
店 

波
多
野
内
科
・
脳
神
経

外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

Ｌ
ｅ
Ｍ
ｏ
ｎ
み
ん
な
の

病
院 

蕨
駅
前
整
形
外
科 

名

称 

開
設
者
名
称 

名

称 

名

称 

開
設
者
名
称 

名

称 

名

称 

名

称 

変

更

事

項 

株
式
会
社
ミ
ル
キ
ー
フ
ァ

ー
マ
シ
ー 

コ
ス
モ
薬
局 

け
や
き
台

店 コ
ス
モ
薬
局 

医
療
法
人
社
団
波
多
野
医

院 医
療
法
人
社
団
波
多
野
医

院 医
療
法
人
慈
公
会 

公
平

病
院 

お
く
だ
整
形
外
科
・
内
科 

変

更

前 

株
式
会
社
ミ
ル
キ
ー
マ
リ
ー

ン
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス 

パ
ル
薬
局
け
や
き
台 

パ
ル
薬
局
弥
生
町
店 

医
療
法
人
社
団
義
心
会 

波
多
野
内
科
・
脳
神
経
外
科

ク
リ
ニ
ッ
ク 

Ｌ
ｅ
Ｍ
ｏ
ｎ
み
ん
な
の
病
院 

蕨
駅
前
整
形
外
科 

変

更

後 



 

二 

指
定
施
術
機
関 

 
 心

の
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
向
日
葵―

熊
谷―

 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
じ
ん 

ひ
の
き
薬
局 

戸
田

店 

所

在

地 

所

在

地 

開
設
者
名
称 

熊
谷
市
籠
原
南
三―

二
九

八 戸
田
市
新
曽
六
八
三―

一

メ
ゾ
ン
エ
メ
ラ
ル
ド
二
〇
三 

株
式
会
社
ミ
ル
キ
ー
フ
ァ

ー
マ
シ
ー 

熊
谷
市
新
堀
一
二
七
八―

二
エ
ト
ア
ー
ル
Ｎ
Ａ
Ｏ
一
階

一
〇
六
号 

蕨
市
錦
町
一―

九―

一
プ

ラ
ン
ド
ー
ル
Ｊ
Ｉ
Ｎ
二
〇
一 

株
式
会
社
ミ
ル
キ
ー
マ
リ
ー

ン
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス 

田
中 

悠
理 

氏

名 

施

術

所 

変

更

事

項 

所
在
地 

名

称 

さ
い
た
ま
市
大
宮
区
大
成

町
三―

三
三
九―

二
光
ビ

ル
三
階 

ひ
か
り
訪
問
鍼
灸
マ
ッ
サ

ー
ジ 

変

更

前 

さ
い
た
ま
市
大
宮
区
大

成
町
三―
三
三
七
岸
ビ

ル
一
階 

ひ
か
り
訪
問
鍼
灸
マ
ッ

サ
ー
ジ 

さ
い
た
ま
中

央 
変

更

後 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

指
定
医
療
機
関 

ひ
ろ
せ
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ

ク 熊
谷
市
休
日
・
夜
間
急
患

診
療
所 

指
扇
病
院
附
属 

笹
目

ク
リ
ニ
ッ
ク 

草
加
す
ず
の
き
ク
リ
ニ
ッ

ク 肥
田
医
院 

は
ら
だ
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
財
団
東
京
勤

労
者
医
療
会
み
さ
と
協

立
病
院 

名 

称 

朝
霞
市
西
弁
財
二―

六―

三
四
ヴ
ィ
ラ
ク
レ
ー

ル
Ⅱ
一
階 

熊
谷
市
大
原
一―

五―

三
六 

戸
田
市
笹
目
五―

二
〇―

一
〇 

草
加
市
高
砂
二―

一
七―

三
二 

草
加
市
谷
塚
町
一
一
九
三―

五 

所
沢
市
東
所
沢
三―

九―

一
三 

三
郷
市
田
中
新
田
二
七
三―

一 

所 
在 

地 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

廃
止
年
月
日 



 

医
療
法
人
社
団
洋
仁
会 

コ
コ
ネ
歯
科
医
院 

佐
野
医
院 

一
ノ
割
駅
前
休
日
診
療

所 医
療
法
人
社
団
心
司
会 

ク
リ
ニ
ッ
ク
し
ょ
う
わ 

医
療
法
人
名
越
内
科
医

院 医
療
法
人
社
団
緑
風
会 

あ
お
ぞ
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク 

み
わ
の
え
整
形
外
科 

ふ
じ
み
野
こ
こ
ろ
の
ク
リ

ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団
仁
勝
会

中
川
内
科
小
児
科
医
院 

新
座
す
ず
の
き
ク
リ
ニ
ッ

ク す
ず
の
き
メ
ン
タ
ル
ケ
ア

ク
リ
ニ
ッ
ク 

ふ
じ
み
野
市
霞
ケ
丘
一―

二―

二
七―

二
〇
四 

鴻
巣
市
松
原
一―

三―

一
七 

春
日
部
市
一
ノ
割
一―

七―

六 

一
〇
二 

春
日
部
市
下
柳
一
〇
八
八 

春
日
部
市
大
枝
八
九
武
里
団
地
一―

一
五―

一
〇
一 

幸
手
市
緑
台
一―

三―

一
四
増
田
第
七
ビ
ル

二
〇
三
号
室 

吉
川
市
三
輪
野
江
四
六
〇 

富
士
見
市
ふ
じ
み
野
西
一―

一
七―

三
ハ
ピ
ネ

ス
ビ
ル
ふ
じ
み
野
五―

Ｂ 

富
士
見
市
西
み
ず
ほ
台
一―

二
〇―

六
み
ず
ほ

台
ビ
ル
二
階 

新
座
市
野
火
止
六―

三―

二
三 

久
喜
市
久
喜
中
央
二―

七―

二
〇 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
十
五

日 令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 



 

あ
お
ぞ
ら
薬
局 

カ
イ
エ
ー
薬
局 

お
お
い
カ
イ
エ
ー
薬
局 

み
よ
し
薬
局 

し
の
は
ら
歯
科
医
院 

む
ら
か
み
歯
科
医
院 

市
川
歯
科
医
院 

松
本
歯
科
医
院 

林
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

歯
科
み
ら
い
ク
リ
ニ
ッ
ク

上
藤
沢 

ア
カ
シ
ッ
ク
吉
川
団
地
歯

科 

ふ
じ
み
野
市
大
井
中
央
四―

一
四―

二
六 

ふ
じ
み
野
市
上
福
岡
一―

九―

二
八 

ふ
じ
み
野
市
旭
一―

一
八―

三
二 

入
間
郡
三
芳
町
藤
久
保
一
四―

二 

羽
生
市
北
一―

一
〇―

二
四 

草
加
市
手
代
三―

二
一―

一
〇 

上
尾
市
上
新
梨
子
下
七
四
一―
一 

比
企
郡
鳩
山
町
今
宿
三
二
一 

八
潮
市
茜
町
一―

三―

二
パ
ー
ク
コ
ー
ト
ケ
ン

エ
イ
Ⅱ
一
〇
二 

入
間
市
上
藤
沢
六
四
七―

三 

吉
川
市
吉
川
団
地
一―

七―

一
〇
五 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
四
月
九
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
二
十

日 



 
 

さ
ん
く
す
薬
局 

原
市
店 

ホ
ッ
ペ
薬
局 

浅
間
台

店 ホ
ッ
ペ
薬
局 

本
町
店 

中
央
薬
局
三
ヶ
尻
店 

在
宅
支
援
く
に
た
ま
薬
局 

ぐ
り
む
薬
局 

セ
キ
薬
局 

吉
川
店 

つ
ば
さ
薬
局 

よ
つ
ば
薬
局 

さ
さ
め
薬
局 

こ
ま
薬
局 

上
尾
市
原
市
中
三―

一―

八 

上
尾
市
浅
間
台
三―

二
八―

一
一 

上
尾
市
本
町
六―

八―

二
二 

熊
谷
市
三
ケ
尻
四
八―

二 

熊
谷
市
河
原
町
一―

四
〇
リ
ヴ
ェ
ー
ル
コ
ー
ト

一―

Ｂ
号
室 

東
松
山
市
松
葉
町
一―

一―

三
九 

吉
川
市
栄
町
八
九
六 

富
士
見
市
鶴
馬
二
六
〇
九―

一
六
Ｌ
・
Ｒ
ａ
ｄ

ｉ
ｃ
ｅ
一
階 

富
士
見
市
鶴
馬
二
六
〇
五―

一
〇
え
り
美
ビ
ル

一
Ｆ 

戸
田
市
笹
目
五―

二
〇―

九 

ふ
じ
み
野
市
駒
林
元
町
二―

一―

三
九
プ
リ
ベ

ン
ト
Ｔ
．
Ｓ
ビ
ル
一
階 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
二
十

五
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 



 

二 

指
定
施
術
機
関 

 

コ
ス
モ
薬
局 

新
座
店 

防
衛
医
学
振
興
会
薬
局 

み
よ
の
台
薬
局 

児
玉

店 

新
座
市
東
北
一―

六―

二 
所
沢
市
並
木
三―

一―

一―

一
〇
四 

本
庄
市
児
玉
町
児
玉
五
九
四―

二 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

川
原 

萌
子 

氏 
 

名 

 

住
所 

在
宅
マ
ッ
サ
ー
ジ
た

ん
ぽ
ぽ
西
東
京 

名 
 

称 

施 
 

術 
 

所 

東
京
都
西
東
京
市
田
無
町

二―

一
三―

一
一―
三
〇

一 

所 
在 

地 

令
和
八
年
四
月
十
九

日 

廃
止
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
七
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
辞
退
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

松
澤
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ

ッ
ク 

草
加
西
口
大
腸
肛
門
ク

リ
ニ
ッ
ク 名 

 

称 

所
沢
市
青
葉
台
一
三
四
三―

一 

草
加
市
氷
川
町
二
一
四
四―
一
一
ア

ー
ク
プ
ラ
ザ
Ⅱ
三
Ｆ 

所 
 

在 
 

地 

令
和
八
年
五
月
一
日 

令
和
八
年
五
月
三
十
一
日 

辞

退

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
八
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
休
止
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  

富
士
見
こ
だ
ま
ク
リ
ニ
ッ
ク 

名 
 

称 

ふ
じ
み
野
市
苗
間
一―
九―

三
ル

シ
ー
ダ
Ⅰ
一
〇
二
号
室 

所 
 

在 
 

地 

令
和
八
年
四
月
一
日 

休

止

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

並
木
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ―

 名
称 

事
業
所
所

在
地 

変
更
事
項 

所
沢
市
中
新
井

四
三
八 

変
更
前 

所
沢
市
中
新
井

三―

二
〇―

三

五―

一
〇
七 

変
更
後 

介
護
予
防
支
援 

サ―

ビ
ス
の
種
類 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

            

介
護
老
人
保
健
施

設 

し
ょ
う
わ 

名
称 

春
日
部
市
下
柳
一
〇

八
八 

所
在
地 

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン 

短
期
入
所
療
養
介
護 

介
護
老
人
保
健
施
設 

サ―

ビ
ス
の
種
類 

令
和
八
年
三
月
三
十
一

日 

廃
止
年
月
日 



 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
一
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
八
年
五
月
二
十
二
日
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

秩
父
用
水
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
秩
父
市 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
。 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



 

１ 調達内容 

⑴   購入等件名及び予定数量 

   浦和警察署ほか48施設で使用する電気 契約電力8,410キロワット 予定使用

電力量28,725,227キロワット時 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 供給期間 

   令和８年８月１日（土）から令和９年７月31日（土）まで。ただし、令和９

年度において、歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった

場合は、当該契約を解除する。 

 ⑷ 需要場所 

   浦和警察署ほか48施設 

 ⑸ 入札方法 

   本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。 

また、入札金額については、各入札者において設定する契約電力に対する単

価（基本料金単価）及び予定使用電力量に対する単価（電力量料金単価）を根

拠とし、埼玉県が提示する契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した供給

期間全体の総価を入力し、又は記載すること。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

⑵ 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（令和６年埼玉県告示第833

号）に基づき、業種区分「物品の販売」のＡ等級に格付けされた者であること。 

⑶ 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申立

てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定によ

る再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法第



 

41条の規定による更生手続開始の決定又は民事再生法第33条の規定による再生

手続開始の決定を受けている者を除く。 

⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停止

措置を受けていない者であること。 

⑸ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

⑹ 電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の２の規定による小売電気事業の

登録を受けている者であること。 

⑺ 調達案件について、仕様書等に示す各要求事項に適合することを認められた

者であること（詳細は、入札説明書及び仕様書による。）。 

３ 入札書の提出場所等 

⑴   紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先 

   〒330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県警察本部

総務部財務局会計課調度係 香崎 電話048-832-0110 内線2244 

⑵   入札説明書及び仕様書の交付方法 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

    埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「入札情

報公開システム」からダウンロードすること。 

  イ 紙媒体による場合 

    上記(1)の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

⑶ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

    競争入札参加資格の確認を得た日から令和８年６月30日（火）午前９時50

分まで 

  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   (ｱ) 郵送の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和８年６月29日（月）午後５時

まで 

     なお、書留郵便によること。 

   (ｲ) 持参の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和８年６月30日（火）午前９時



 

50分まで 

     なお、代理人が入札書を持参する場合は、委任状を提出すること。 

⑷ 開札の場所及び日時 

   埼玉県警察本部総務部財務局会計課 令和８年６月30日（火）午前10時 

４ その他 

⑴   契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

⑵   入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する場

合は、免除する。 

⑶   入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で令和８年６月24日（水）午後３時までに提出し、競争入

札参加資格の確認を得なければならない。 

また、入札事務の担当者から、提出した書類に関し説明を求められた場合は、

それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

  イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

⑷   契約書作成の要否 

   要 

 



 

⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、埼玉  

県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資

格申請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類

を令和８年６月５日（金）までに埼玉県総務部入札審査課審査担当（〒330-9301 

   埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話048-830-5775（直通））

へ送付すること。 

⑼ 支払条件 

     発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に当該代金を

受注者に支払うものとする。 

  ⑽ その他詳細は、入札説明書、仕様書及び電気需給契約書（案）による。 

５ Summary 

⑴   Nature and quantity of services required:             

Electricity used at Urawa Police Station and 48 other 

facilities(Contract: 8,410kW Estimated kWh: 28,725,227kWh). 

⑶   Time‐limit for tender By the electronic tender system; 9:50 a.m. 

June 30, 2026 By registered mail; 5:00 p.m. June 29, 2026 In person; 

9:50 a.m. June 30, 2026 

⑷   Contact point for the notice: Property Management Group, Finance 

Division, Finance Bureau, General Affairs Department, Saitama Pre-  

    fectural Police Headquarters, 3-15-1 Takasago, Urawa-ku, Saitama-shi, 

Saitama-ken 330-8533, Telephone 048-832-0110 Ext.2244 
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１ 購入等件名及び数量 

  捜査支援システム2026の賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局施設課安全施設係 埼玉県さいたま市浦和区高砂 

 ３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和８年４月13日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  ＦＬＣＳ株式会社 東京都千代田区神田練塀町３番地 

５ 落札金額 

  1,949,824,800円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和８年２月27日 
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